
chemSHERPAで情報伝達する事業者に

商社も含まれます 
やるべきことは製造メーカーと同様です 
 
ファブレス事業者、受託生産事業者も同様です 

R 

顧客から調査が来たら（商社編） 



川下事業者から調査が来たら（商社編） 
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T商事 
自社 
（商社） 

L電器 
調査依頼 

川下メー
カー 
（顧客） 

M精機 
購入先A 
（供給者） 

S電気 
購入先B 
（供給者） 

事例 

• 自社（T商事）が川下の顧客（L電器）からGear A, 

Controller A, Gear B, Controller B, Joint Cの5つの
製品の調査依頼があった 

• これらの製品は、購入先A（M精機）と購入先B（S電
気）から供給を受けているものとする 

依頼 

回答 
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L電器から調査依頼が届く 
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依頼者（L電器）製品情報 自社（T商事）製品情報 

製品名 製品品番 製品名※ 製品品番※ メーカー名 

Gear A A00001 G-01A G00001 M精機 

Controller A A00002 C-01 C00001 S電気 

Gear B A00003 G-01B G00002 M精機 

Controller B A00004 C-02 C00002 S電気 

Joint C B00001 J-01C J00001 M精機 

依頼者（L電器）製品情報と自社（T商事）製品情報を紐づけ 

※自社（Ｔ商事）では自社製品名・品番を持たない場合、依頼者製品情報＝
自社製品情報、又は自社製品情報＝供給者製品情報とする。 
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M精機への依頼ファイルを作成し送付 同様にS電気への依頼ファイルを作成し送付 

（１）自社（T商事）情報入力 

（２）調査依頼データを出力 
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M精機、S電気から回答が来る 

M精機からの回答 S電気からの回答 

2018-01-16 chemSHERPA事務局 



7 

（１）製品名と製品品番を自社のものに書き換える 

（２）依頼者情報のチェックをはずす 

回答データの確認後、自社（T商事）のデータとして保存 

（M精機の回答からの作成例を示しています） 
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回答データの確認後、自社（T商事）のデータとして保存 

テータを確認し、発行・承認のプロセスを行う 

チェックをした製品のデータのみが作成されるので、一製品毎の承認データ
を作成すると便利（作成済みデータの引用が一製品毎のため） 
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「作成済データの引用」を利用してL電器への回答を作成 
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• 自社（Ｔ商事）では自社製品品番は持たずに顧客と購入先の
品番にて（紐づけで）管理してるんですが、、、 

→Ｌ商事に送るファイルには、顧客の品番に購入先の品番が
書かれるだけでやることは同じです。 

 

• 購入先が顧客（Ｌ電器）の品番との紐づけが分かっているので
すが、顧客からのファイルをそのまま送って（発行者・承認者
情報は購入先の情報のまま）を記入済みのものをそのまま返
したらダメですか、、、 

→利用ルール（※）上、発行者・承認者情報は自社（T商事）情報
にして情報伝達することになっています。これは、サプライ
チェーン間の責任ある情報伝達を確立するために重要なルー
ルです。顧客からのファイルをそのまま利用する場合にも、発
行者、承認者情報は、購入先の情報から自社（T商事）情報に
変更し、自社（T商事）の責任のもとで発行する必要があります。 

実務フローの例 
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※「chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール」：https://chemsherpa.net/chemSHERPA/doc/ 


